
令 和 ８ 年 ５ 月 1 8 日 

第五管区海上保安本部交通部 

 

警戒船業務・管理講習会開催のお知らせ 
 

海上交通安全法、港則法に基づく許可や届出にかかる海上工事・作業等に

際して、一般船舶及び工事用船舶等の航行安全を確保するために警戒船が配

備されることがあります。 

警戒船の専従警戒要員や警戒業務管理者として従事する方の講習会を次の

とおり開催しますのでお知らせします。  

講習修了者には、第五管区海上保安本部交通部長から受講証明書が発行さ

れます。 

本証明は、全国の海上工事・作業等の警戒船業務を対象としています。  

 

 

１ 開催日及び申込期間   

開 催 日：令和８年７月１７日（金） 

申込期間：令和８年５月１８日（月)１０００から定員に達するまで。 

※定員：１００名  

（先着順に受付をさせていただきます。）  

（定員に達し次第、受付を終了させていただきます。）  

 

２ 開催場所   

兵庫県神戸市中央区波止場町１－１  

神戸第二地方合同庁舎１階第１会議室  

  （添付「会場案内図」参照） 

※庁舎の駐車場は利用できません。 

 公共交通機関をご利用下さい。 

お車でお越しの方は近隣のコインパーキング等をご利用下さい。 

 

３ 講習種類及び対象者   

⑴業務講習 

原則として、向こう１年以内に専従警戒要員として警戒船に乗船する予定

がある方 

⑵管理講習 

①原則として、向こう１年以内に警戒業務管理者として警戒業務の管理運



用を行う予定がある方 

②過去に業務講習を受講したことがある方  

  ※次のような方は講習会を受けられない場合があるため、事前に第五管区

海上保安本部交通部航行安全課へお問い合わせ下さい。 

・未成年の方（事前にご両親の承諾を得ている場合であっても、１５歳

未満の義務教育を受けている場合や通っている学校で就労を認めてい

ない場合など） 

   ・日本語の読み書き、会話ができない方  

 

４ 当日の受付時間   

⑴業務・管理の両講習を受講する方 ⇒ １３：２０ ～ １３：５５ 

⑵業務講習のみを受講する方 ⇒    １３：２０ ～ １３：５５ 

⑶管理講習のみを受講する方 ⇒    １４：３０ ～ １４：５５ 

※上記受付時間以外は受付を行うことが出来ません。 

※庁舎内に待機場所はございませんので、必ず時間内にご来場ください。 

 

５ 講習時間の目安   

⑴業務・管理の両講習を受講する方 ⇒ １４：００ ～ １７：００ 

⑵業務講習のみを受講する方 ⇒    １４：００ ～ １６：００ 

⑶管理講習のみを受講する方 ⇒    １５：００ ～ １７：００ 

※講習時間は、実際の講習状況により前後する場合することがありますの

で、予めご承知おきください。 

 

６ 講習内容  

⑴業務講習 

 警戒船の任務、業務実施方法、関連法規 

⑵管理講習 

 警戒船業務管理者の責務、管理方法、関係法規  

⑶法規講習 

海事関係法令等 

 ※法規講習は業務講習、管理講習共通です。  

 

７ 受講料   

無料（テキスト代もかかりません）  

 

８ 申込方法  

以下の URL からオンラインシステムにアクセスいただき、マイページにログ

インのうえ、「Entry Box」欄の 

「第五区 令和８年７月１７日(金)開催」 

へお申込みください。 

https://mypage.3010.i -webs.jp/keikaisen/applicant/login/baitai -entry/entrycd/NC5 

 

https://mypage.3010.i-webs.jp/keikaisen/applicant/login/baitai-entry/entrycd/NC5


９ 注意事項  

⑴必要事項に記載漏れがあった場合は受付できません。  

⑵受付終了後の旧字体等への変更は認められませんので、必ず身分証明書に

記載されている氏名や生年月日で申請してください。 

⑶異常気象等により、講習会を安全に実施することが困難な場合は、中止又

は延期となることがありますので、予めご了承願います。  

なお、中止または延期とする場合は、前日正午までに第五管区海上保安本

部ホームページ等によりお知らせいたします。 

   

10 当日持参していただくもの   

⑴こちらから送付した受講決定メール画面もしくはオンラインシステムマ

イページ内の受講決定メッセージ画面（印刷したものでも可） 

⑵本人確認のための身分証明書（小型船舶操縦免許証、運転免許証、マイナ

ンバーカードなど顔写真付きの公的証明書） 

⑶筆記用具（鉛筆、消しゴム、ボールペン） 

※会場に筆記用具の用意はございません。  

 

11 受講証明書の交付について   

講習終了後、オンラインシステムにて交付します。 

交付後は、マイページからいつでも受講証明書をダウンロードし印刷するこ

とが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

第五管区海上保安本部交通部航行安全課  

電 話：078－391－6551 

E-mail： jcg5-kokoanzen-3v2m@ki.mlit.go.jp 


